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第４節　用水・ため池と条里制水田に係る歴史的風致

１　京都近郊農村としての歴史

　向日市域における農業生産のはじまりは、約 2300 年前の弥生時代前期にさかのぼる。乙
おとくに

訓地域は、

北部九州、瀬戸内沿岸を経て西から伝播してきた稲作文化が、淀川をさかのぼって山城盆地の中で最

初に伝わった土地である。市域東部の低地に位置する鶏
か い で

冠井遺跡では、ムラや河川の跡がみつかって

おり、川跡からは弥生時代の祭祀具として知られる銅鐸の鋳型片 ( 向日市指定文化財 ) が出土した。

青銅器生産をともなう、高度な弥生文化が営まれていたことを示している。

　やがてムラは、段丘上にもつくられ始める。市内森本地区では、昭和 45 年 (1970) の第３向陽小学

校建設時にグラウンド予定地から弥生時代前期と中期の水路跡が出土し、その北側に水田が広がって

いたことが確認された。中期の水路跡からは、人面土器（人面付壺形土器、京都府指定文化財）が出

土した。発見当時、弥生人の顔を表現した遺物は珍しく、森本遺跡の名前は全国に知れわたった。豊

作の祈りに用いられた土器の一部と考えられており、類例の少ない貴重な遺物である。

写真2-4-1-1　鶏冠井遺跡出土の銅鐸鋳型とその復元

図2-4-1-1　森本遺跡の様子（復元イラスト）

写真2-4-1-2　森本遺跡碑
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　このほか、中
なかかいどう

海道遺跡（物
も ず め

集女町）、修
しゅりしき

理式遺跡（寺戸町）、鴨
かもんでん

田遺跡（上植野町）など、市域の北部・

東部・南部地域は、弥生時代に開発が進められた。やがて古墳時代に入ると、鴨田遺跡のようにムラ

の規模は大きくなり、生産力も増していったとみられる。

写真2-4-1-3　森本遺跡水路跡

写真2-4-1-4　森本遺跡出土人面土器

《京都府山城郷土資料館所蔵》

図2-4-1-2　乙訓地域の弥生時代集落の分布
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　市域北部から東部にかけて流れる寺戸川は、嵐山渡月橋付近（現京都市西京区）で桂川から取水す

る用水路である。古墳時代後期に山城盆地を開発した渡来系氏族である秦氏によって開削されたと伝

わる流路の下流に位置する。用水路の整備は生産力の安定と拡大をもたらし、こうした勢力の拡大が、

向日丘陵や段丘上に、古墳や墳墓を築いていく母体になるのである。

　歴史時代に入ると、奈良時代には朝廷が施行した条里制によって、本市域の水田も一辺約 109 ｍの

方形に区画されたとみられるが、延暦３年 (784) の長岡京遷都によって、京域に含まれた地域は、いっ

たん条坊の区画（一辺 120 ｍ）に組み込まれることになる。10 年後に廃都になると都城のまちなみは、

早くに農地化が進み、平安京の各官司の直営田が営まれたことがわかっており、この時再び条里の区

画に整地し直されたようである。市域の南東に接する羽
は づ か し

束師地区（京都市伏見区）では、発掘調査によっ

て条坊遺構の上下に条里地割の存在が確認されており、本市域でも条里は二度、整備されたとみられる。

　向日市域は、平安京遷都後、都にもっとも近い農村地域の１つとなり、朝廷や貴族、大寺社の所領

が設けられるようになった。高度な用水管理と先進的技術の導入により集約的な農業を展開し、米を

中心に各種蔬菜を栽培し、都の人々の生活を支えた。

　鎌倉時代頃からは、段丘上の開発が顕著になってくる。物集女・寺戸・森本のうちの白井地区・鶏

冠井・上植野の古くからの集落は、いずれも鎌倉時代頃から、現代と同じ段丘上に営まれるようにな

る。森本のうちの西土川地区も、低地のなかの微高地に立地する。発掘調査の成果から、低地は水田、

段丘の端部や微高地に集落や畑、丘陵上は里山、と今日に続く土地利用の景観が形づくられてくるの

が、鎌倉時代頃と考えられている。市域の各地区の集落としてのまとまりは、この頃から生まれてくる。

鎌倉時代には一般的に、農業技術が進歩し、生産力も向上するとされており、畿内先進農業地帯とし

て本市域においても生産の増加と生活の安定が図られたと考えられる。

　本市域の農村に関する古文書や記録は、南北朝期から室町時代にかけて飛躍的に増加し、耕作や生

活の様子の細かな事柄が判明するようになる（水田の形と小字名、水利については次項以下で述べる）。

農業に基盤を置いた各集落内では、荘園の代官を務め、大名の被官となり、農業生産や流通を掌握し

つつ力を蓄える土豪が成長し、彼らが中心となって村々の連携が進められる。その紐帯の中心となっ

たのが向日神社であり、七郷共同の農耕の神として古代以来奉斎してきたが、応永 29 年 (1422) には

写真2-4-1-5　寺戸川
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本殿を上棟する（第２章第１節参照）。

　鎌倉・室町時代に形づくられた京都近郊農村としての景観と人々の生活は、江戸時代を経て近代・

現代の高度成長期直前に至るまで、基本的には変わらない。

　農村生活における京都とのつながりは施肥に顕著にあらわれ、当地では肥料として京都市中の人

糞尿を用いることが史料上、江戸時代から確認できる。牛が引く肥車が西国街道を行く風景は乙訓

の風物詩であり、明治期に化学肥料が普及しても効果の高さから昭和 30 年代後半まで続けられた。

「肥
こえどくい

得意」と呼ばれる汲取先の町家とのつながりは、婚姻や祇園祭の山鉾の綱引き人足など、生活の全

般に及んでいた。

　こうした先進的な農村としての風景は、高度成長期を境に急速に変貌を遂げていく。もともと古代

以来、交通の便が良かった当地では、それが地域の水田開発を促進し農業の先進技術をもたらしたが、

昭和 30 年代中頃からは、開発が宅地開発を意味するようになり、市街化が進行する。昭和 47 年 (1972)

の市制施行頃までは、毎年のように人口が急増し、人々はその対応に追われていった。現在では西日

本一コンパクトな市域に住宅が密集し、かつての伝統的な農村風景は、外から見るだけではほとんど

うかがい知ることができなくなっている。

　しかし、古くからの集落内に足を踏み入れると、かつての農家の家なみは意外にまだ維持されており、

地区ごとの行事や宮座、講などの習俗も、実施の仕方は大きな省略や変更が加えられているといっても、

本質は変わることなく営まれているものが多い。市街化の波に埋もれるようにして経営されている水

田や畑では、継続的な農業が続けられており、昔ながらの水利システムも現在なお生きている。

　古代以来の京都近郊農村としての歴史的風致を、市街化した風景の中に今なお抱え持っている本市

域において、まだその残映がある今だからこそ可能な措置をとり、特徴ある風致の維持を図らねばな

らない。

写真2-4-1-6　久世橋を渡ろうとする肥取りの牛車
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２　条里制水田と小字名

　市街化が進み面積は減少しているものの、市域北部・東部・南部の水田には、長岡廃都後、再び農

地として区画割りされた ｢ 条里 ｣ と呼ばれる一辺約 109 ｍ四方を坪とし、36 の坪で１つの里とする方

形の耕地が、今なお明瞭に残されている。

　条里の条とは、里を横に並べた列のことで、乙訓郡の条里制では、南部の大山崎町を一条とし、向

日市域北端の物集女まで十三条に及ぶ。乙訓郡内の条里については、この地域に所領を持っていた公

家久我家の古文書の中に、中世の条里図面が残されており、各里に固有名詞が付けられていたことが

わかる。その中の「榎
え の こ だ が り

小田里」は、復元した場所に現在も「猪
い の こ だ

子田」という小字名の水田があり、中

世の里名が現在に遺存していることを確認できる（現向日市上植野町内）。また、六町（約 654 ｍ）四

方の里の中は一ノ坪から三十六ノ坪までの坪なみが付されていたが、｢ 一ノ坪 ｣｢ 四ノ坪 ｣ などの「数

＋坪」地名や、その転
て ん か

訛である ｢ 十
じゅうそう

相（十三ノ坪）｣ や ｢ 上
じょうこ

古（十九ノ坪）｣ などの小字名は、寺戸・

森本・鶏冠井・上植野の各地区に広範囲に残る。

　代表的公家文書である久
こ が

我家文書のほかに、本市域に荘園を持っていた東寺などに伝わる室町時代

の土地台帳などには、田畑の地名が多数記されているが、そこにみられる約 600 年前の水田の小字名が、

現在なお使用されている例が確認でき、今も暮らしの中に息づいている。

[図の説明 ]

「乙訓郡内条里図」は室町時

代頃の図で、久我家の所領

と関係ある場所の里名と位

置関係を南を上にして描く。

このうち、向日市の鶏冠井・

上植野境界部分にあたる

弓
ゆ づ り は が り

弦羽里と榎小田里につい

て、現在の地図に当てはめ

たのが、右の図である。明

治初年に行われた小字名の

統合で、かつての範囲より

広がっているが、もとはほ

ぼ１町四方ごとに小字名が

ついていた。条里の坪名を、

乙訓郡条里で行われていた

千鳥式で付けると、青色の

小さな数字になる。青色数

字を含むかその近接地にそ

の数を含んだ“数＋坪”地

名があり、条里地名が遺存

していることがわかる。

図2-4-2-2　弓弦羽里・榎小田里比定地付近の

小字地名(久我家文書)

図2-4-2-1　乙訓郡内条里図

(久我家文書)
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表2-4-2-1　乙訓郡内における条里の里名

図2-4-2-3　乙訓郡と周辺部の条里制
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写真2-4-2-1　向日市内航空写真・条里地割が今もよく残っている箇所

写真2-4-2-2　上植野の水田と愛宕山 写真2-4-2-3　条里制水田の様子
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３　洛西用水とため池

（１）桂川から取水する用水路

　向日市域を灌漑する洛西用水は、古

墳時代後期の６世紀に秦氏が築造した

「葛
かどののおおい

野大堰」によって桂川から取水する

古代の水路を受け継いでいる。中世には

桂川今井用水の名で、地元の土豪革嶋家

の古文書（重要文化財）や東
とうじひゃくごうもんじょ

寺百合文書

（国宝）のなかに登場し、約 600 年前の室

町時代前期からの数多くの用水絵図や維

持管理の記録が残されている。それらに

よって用水路が、利用する複数の村々の

合議により管理され、西岡（にしのおか）

十一ヵ郷用水として運営されていたこと

がわかる。用水の維持管理をめぐる組織

が相互のつながりを深め、広域的な自治

が図られていくことになる。西岡の用水

連合は、昭和戦前期から研究が進められ、

その水路は、日本の中世灌漑史の研究史

上、もっとも名高い流れの１つである。

図2-4-3-1　上久世季継等連署桂川今井用水契約状

（暦応年間(1338～ 42)、革嶋家文書）

《京都府立京都学・歴彩館所蔵》

図2-4-3-2　山城国桂川用水差図案

（明応５年(1496)頃、東寺百合文書）

《京都府立京都学・歴彩館所蔵》
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　第２次世界大戦終了直後の昭和 20 年代前半から、桂川沿岸の洛西地区の土地改良事業が進められ、

水利システムも整備されたが、基本的な水路は中世の桂川用水を踏襲している。部分的に新たな水路

が掘削されて、昭和 40 年 (1965) に洛西用水として完成する。現在、本市域を流れる寺戸川は、中世

の桂川今井用水の本流にあたる流れであり、今日なお利用されている。

図2-4-3-3　中世桂川用水の現地比定

写真2-4-3-1　寺戸川① 写真2-4-3-2　寺戸川②
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（２）向日丘陵上のため池

　市域に山地はない

が、向日丘陵上に

はため池が分布す

る。寺戸地区は桂川

からの用水も利用す

るが、一部の水田は

丘陵上のため池を利

用する。地形的に桂

川からの用水を利用

できない物集女地区

は、基本的に向日丘

陵上のため池からの

引水によって灌漑す

る「池がかり」の地

区である。森本や鶏

冠井は寺戸川の桂川

から引く用水路の下

流にあたり、取水す

る権利を持たず、余

り水を貰う程度で、

かわりに向日丘陵縁

辺の段丘から沖積低

地への地形転換点に

湧き出る井水などを利用してきた。

図2-4-3-4　長野山見分絵図（明和８年(1771)）

図2-4-3-5　物集女のため池と水田への水がかりの状況

写真2-4-3-3　寺戸・はりこ池の樋
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（３）上植野の水利とその慣行

　地区の北部に谷筋が走り、桂川からの引水ができない上植野は、市域のなかでもっとも用水の確保

に苦労した地区である。市域の西部を画する小畑川は古来暴れ川であり安定した流水がなく、引水は

できなかった。小畑川の河床に和井川・小井川という２本の伏
ふ せ ひ

樋をかけ、対岸の今里地区（現長岡京市）

を流れる用水を貰い受けてきた。また、地区内の湧水から流れ出る前川（前小川とも）も利用した。

　しかし、かつて 100 町あったという地区内の水田をまかなうのには足りず、上植野は他の地区から

は「水こじき」と呼ばれたという古老の話が伝わる。水田の中の野井戸にはねつるべを設け、水路に

水車をかけるなどして水を揚げ、ようやく田を養った。水田の中にはねつるべや水車が林立する風景

が上植野の名物だったともいわれる。

　昭和 30 年代後半頃までの上植野には、一般的に行われている番水のように水田面積によって時間制

で水を配分するのではなく、所有する水田面積にかかわらず家単位に水を配分するという、きわめて

図2-4-3-6　上植野の水利

図2-4-3-7 小井川伏樋の改修設計図
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特殊な水利慣行が残されてきた。区有文書の中には、水を入れる順番を掲示した「番水割表」が、明

治 20 年代からのほぼ毎年の分が残されている。また、江戸時代の古文書に、順番に水を入れているこ

とを示す記述があり、この慣行は古くさかのぼるとみられる。

　第２次世界大戦後の洛西土地改良事業のなかで、上植野地区には地下水をくみ上げる設備が設けら

れた。昭和 30 年代末に機能しはじめ、昭和 40 年代中頃に小畑川の改修事業のなかで可動堰ができる

ようになると、安定した水量を確保できるようになる。時を同じくして一方では、宅地開発が盛んに

なり、水田面積そのものが減少していき、現在の上植野地区では水に困ることはほとんどなくなって

いる。

　しかし、長年受け継がれてきた慣行は残り、現在でも上植野では毎年４月の農作業始めに水神祭が

執り行われ、地区の役員らが集まり、用水の取り入れ口や重要な分岐点などへ御
ご へ い

幣を捧げ、１年の耕

作の無事と豊作を祈願する行事が続けられており、　区長や農家組合の役員らが区事務所に集まり、二

手に分かれて地区内の水口に御幣を捧げに廻る。

図2-4-3-8　番水割表（上植野区有文書）

写真2-4-3-4　上植野の水神祭① 写真2-4-3-5 上植野の水神祭②
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　このような用水をめぐる慣行や行事は、ほかの地区でも今なお続けられている様子が見受けられる。

農業を基盤としてきた各地区において、水利環境は組織運営の仕方に大きな影響を与えていると考え

られ、ひいては地域全体の特性を形成する重要な要素となっている。

４　農業生産の技術と特色

（１）向日市・乙訓地域の農業

　当地における伝統的な営農の特徴を、明治時代中期の統計資料をおもな資料として述べる。

　まず、明治 30 年 (1897) の耕地面積からすると、乙訓郡は水田の占める割合が山城地方では愛宕・

葛野についで高く、当時の乙訓地域は水田地帯といえる。また明治中期の米の作付反別と生産額を郡

ごとに比較すると、山城地方では綴
つ づ き

喜・相楽両郡に次ぐ規模である。これを１反歩あたりの収穫高で

みると、乙訓郡は府内及び山城地方でもトップクラスの生産力水準を誇っていたことがわかる。山城

地方の反当収量は、明治中期には全国平均よりも常に高く、明治 20 年代には２石を超えるほどで、そ

の中でトップクラスの乙訓地域の生産力は、全国的にみても高かったといえる。

写真2-4-3-6　上植野の水神祭③

昭和40年代中頃新設の小畑川可動堰の取水口

写真2-4-3-7　上植野の水神祭④

現在あまり使われない旧小井川伏樋の樋口

表2-4-4-1　耕地面積（明治30年　郡別） 表2-4-4-2　米の作付反別と生産額（明治21・30・41年　郡別）
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　明治 30 年代から、大阪府吹田市に新しくできたビール工場（大阪麦酒株式会社吹田工場）へ原料を

供給するビール麦の契約栽培が本格的に始まり、乙訓郡では明治 40 年 (1907) には田の 73％で裏作が

行われ、46％は麦作という状況であった。

表2-4-4-3　米１反歩平均収穫高

（明治26・41年　郡別）

表2-4-4-4 麦作付反別

（明治21・41年郡別）

図2-4-4-1　稲作反当収量図

表2-4-4-5 麦反当収量（明治41年度郡別）
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　また明治 33 年 (1900) の乙訓郡の一農家の生産額をみると、米・麦やタケノコ（丘陵上のタケノコ

生産については次節で詳述する）のほかに、豆類や甘藷・大根・芋・牛蒡・菜類などが栽培されている。

水田作の比重が高いとはいえ、都市近郊農業として蔬菜類の栽培も活発に行われていた様子がうかが

われる。

　上植野には、明治 26 年 (1893) と 29 年 (1896) に 20 代の農家の青年が記した日記が残るが、その内

容をみても豆類をはじめとするさまざまな蔬菜を栽培していることがわかる。

　植田日記に記される農作業には、「備中堀」という言葉が頻出し、耕耘作業の多くを鍬１本の人力に

よって行っている様子が出てくる。明治 30 ～ 40 年頃 (1897 ～ 1907) の京都府の統計によれば、乙訓

郡では牛を保有するのが 100 戸あたり 15 頭と少なく、ここからも人力による深耕が中心で、それが乙

訓の高い生産力に結びついていた要因の１つと推測されている。

　カラスキやマグワは、向日市域のどの農家の小屋にも残り、それを牛にひかせて水田の田おこしや

代かきの作業を行う昭和30年代の写真もあるが、１年を通じての農作業の中心は人力による深耕であっ

たとみられる。

表2-4-4-6　農家経済表（明治33年　乙訓郡の一農家）

図2-4-4-3　上植野　植田嘉継日記

明治26年５月の部分

図2-4-4-2　上植野　植田嘉継日記

明治26年表紙
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　植田日記にほぼ毎日登場するのが、京都市中への屎尿取りの記述であり、肥料に人糞尿を使うことは、

乙訓地域の農業の大きな特徴であった。京都という大都市の近郊に位置する乙訓郡は、安定的に質の

高い有機質肥料を確保することができた。

　昭和 30 年代後半に入ると当地でも都市化が進み、屎尿取りなども行われなくなり、田畑は急速に宅

地化していく。それに合わせて農作業の機械化も本格化し、人力による農作業は次第にみられなくなっ

ていく。しかし、住宅地の中に小規模に残る田畑で行われる農作業は、大型機械による営農よりも、

昔ながらのやり方の方がかえって効率的な面もあり、今なお伝統的な農作業の風景をみることができ

る。

　たとえば、現在では稲刈りから袋詰めまですべて機械によって行なうことが普通であるが、今も

唐
と う み

箕を使っている農家がある。籾
も み す

摺り機によって食用米とは選別された｢アラモト｣と呼ばれるものを、

さらに手で回す唐箕にかけ、米菓や玄米茶の原料、小鳥のエサ用、くん炭にして肥料にするもみ殻の

３種類に分けて、徹底的に選別し利用し尽くしている。

写真2-4-4-1　牛にカラスキをひかせての田おこし

　昭和34年 (1959)頃　森本地区にて

表2-4-4-7　豚・馬・牛頭数

（明治30・41年　郡別）

写真2-4-4-2　森本町の農家の大型機械が並ぶ農作

業小屋内

写真2-4-4-3　森本町の農家で現在も行われている

唐箕繰り作業
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　また、機械刈りでは稲ワラも切り刻まれてしまうが、手刈りによる稲ワラを稲木干しする田の風景も、

市内各所で認められる。機械が入りにくい狭小農地の場合は人力での稲刈りが効率的であったり、向

日神社の鳥居や本殿を飾る大注連縄の材料にするため、特別に長く良質な稲ワラを確保するためにわ

ざわざ行われている。　

　古代から整然と方形に区画され、水路が網の目のように整備された耕地において、おもに人力によ

る深耕がなされた。米を中心としながらも、１年を通じてさまざまな蔬菜を栽培し、そこに栄養豊富

な人糞尿を肥料として投入することで、高い生産性を維持してきたのが、この地域の農業の姿である。

　そしてこのような農業生産を可能にしたのは、洛西用水やため池などにより水を安定的に供給でき

るシステムの存在であり、用水を維持管理する地域社会の仕組みが古くから機能していたことが背景

にある。

写真2-4-4-4　寺戸町修理式での稲木干し風景 写真2-4-4-5　寺戸町北前田での稲木干し風景
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（２）旭米のふるさと・物集女

　旭米の発見は、本市農業の歴史上、特筆される事柄である。京都市東山に生まれ、幼くして物集女

の農家の養
よ う し し

嗣子となった山本新次郎 (1849 ～ 1918) は、明治 41 年 (1908) に当時広く栽培されていた

稲の品種 ｢ 日の出 ｣ と ｢ 神力 ｣ から、悪天候にも倒れない株を発見する。種子の選抜と栽培を重ねて

研究し、新品種の固定に成功した。この ｢ 旭米 ｣ は増収が見込め味も良かったことから、大正期に奨

励品種となり、昭和戦前期には西日本でもっとも広い栽培面積を占める品種となった。今日のコシヒ

カリなど良食味品種の多くが旭米の系統に繋がり、美味しいお米のルーツとなっている。

　山本新次郞の功績を讃えて、物集女街道沿いに、大きな顕彰碑がたっている。大正３年 (1914) に地

元の有志が建立し、乙訓郡長森本和三郎撰文の文字が刻まれている。山本新次郎は、これ以降公立の

農事試験場が技術改良を担う時代に移行する時期に、「老農」として個人で業績を残した最後の世代に

図2-4-4-4　向日市域の地形と水系図
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属する人であり、この功績碑は日本農業技術史上の史跡としても貴重である。

（３）寺戸のナスと森本の花卉栽培

　現在の向日市域では、ナスは、タケノコと並ぶ特産物であり、特に寺戸のナス作りが知られている。

向日市のナス栽培技術は、昭和の初め頃 (1925) に京都市南区の久世から伝わってきたといわれている。

室町時代に久世の領主であった東寺へ収めていた税の１つに「茄子銭」( 現物の代わりに銭で納める

こと ) があったことからも、久世のナス栽培の歴史は古くさかのぼるようである。第２次世界大戦後、

全国で初めて、接ぎ木によるナス栽培を実用化したのも下久世においてであり、画期的な技術革新を

もたらしたといわれている。

　その後も ､ すぐれた技術とたゆまぬ努力により、向日市・乙訓から出荷するナスは、京都中央卸売

市場でも最高値で取引されるなど、高い品質を誇っている。寺戸地区で栽培されるナスは、「寺戸なす」

として京都市場でブランドとして定着、京料理を陰で支える貴重な野菜となっている。京都近郊農村

としての本市の農業の特質をあらわす特産物である。

　また森本地区では、懸がい菊やポインセチアなどの花卉栽培が盛んであり、都市近郊型農業の事例

の１つである。

写真2-4-4-6　山本新次郎

写真2-4-4-8　山本新次郎顕彰碑

写真2-4-4-7　京都府知事からの表彰
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５　まとめ

　市街化が進む本市にあっては、農地と農家は漸次減少しているものの、なお古代以来の条里の地割が、

地名とともに明瞭に残されている場所がある。そこでは、昔ながらの風景の中で伝統を受け継ぐ農作

業がかなり限定的ながらも伝えられており、現在も高い生産性と品質を誇る都市近郊農業が営まれて

いる。それを下支えしているのは、耕地にめぐらされた水利システムである。

　用水の維持・管理には、それぞれの地区内での共同作業が必要であり、自治を発展させる基ともなっ

た。向日市・乙訓地域は、江戸時代に入っても藩領として上からの統一的な支配を受けることがなく、

１つの村に複数の領主がいる相給村落であったため、もともと村の自治が発達する土地柄であり、そ

うして形成された自治機能によって、用水と水田の景観が守られてきた。

　向日市域の隣接する地区にあっても、土地条件の微細な違いによって、水利環境は少しずつ異なり、

水を利用する仕組みのあり方が、集落のたたずまいを特徴づけてきた。

　遠く桂川から水を運んでくる寺戸川を管理するには、流れてくる途中の他地域との共同が必要であ

り、広域的な連携が生み出された。本市域をめぐる細い水路の流れは、古代あるいは中世以来の当地

の人々の自治の源流でもあり、貴重な歴史的風致となっている。

写真2-4-4-9　ナスの栽培とナスビ小屋
写真2-4-4-10　阪急電車から見た寺戸のナス畑　

条里に区画された水田のなかに、ナスを栽培する

畑が混在する

写真2-4-4-11　寺戸野辺町のナス畑とナスビ小屋 写真2-4-4-12　ポインセチアと懸がい菊


